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５校→ ３校 を上限 

４校→ ２校 を上限 

 
 
 
 秋田市教育委員会では、今年３月に策定した「秋田市小・中学校適正配置基本方針」

に基づき、市内７つの地域ごとに学校適正配置地域ブロック協議会を設置しました。 
今後、学校適正配置に関する取組状況や協議の内容等について、保護者や地域の皆

様にお知らせするため、協議会だよりを随時発行してまいります。 

＜西部地域ブロック＞  

 基本方針では、市内７つの地域ブロックごとに、将来の学校数の上限を定めました。 

小学校（日新小、勝平小、浜田小、豊岩小、下浜小）  

中学校（秋田西中、豊岩中、下浜中、勝平中）   

この基本方針に基づき、将来の望ましい学校数となるような学校の組み合わせにつ

いて、地域住民や保護者の代表の皆様と協議を始めました。 

 

1 回西部地域ブロック協議会の協議内容 

令和元年７月 22 日（月）18 時 30 分から、西部市民サービスセンターにおいて、 

第１回西部地域ブロック協議会を行い、次のことを話し合いました。 

 

＜議題＞ 

・秋田市小・中学校適正配置基本方針の概要について 

・西部地域における現状と課題について 

・学校統合の方向性の決定に向けた今後の進め方について 

 

＜今回の協議で決定した事項＞ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

＜協議の中で出された主な意見・質問＞      ＜教育委員会の対応案＞ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

令和元年８月 20 日発行 秋田市教育委員会 

秋田市学校適正配置  
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小規模校であっても、それぞれの地域に応

じた魅力ある学校運営が行われているので、

統合などをせずに、現状のまま、地域全体で

子どもたちを見守るということで、よいので

はないか。 

どこの小規模校でも地域や保護者の協力

を得ながら、その良さを活かそうとしてい

ることは十分認識しています。しかしなが

ら、人数が少ないがゆえに、できないこと

や選べないことがあり、子どもたちが様々

な体験を通じて成長するには、学校に一定

規模の集団が確保されていることが望まし

いと考えています。 

★統合のシミュレーション示す★ 

○協議会からの要請を受け、たたき台とし

て、教育委員会が、学校の適正配置に向

けた統合のシミュレーション（小・中学

校の組み合わせ）を示します。 

裏面につづく 
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※公募委員は、市民の中から選考された委員です。 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

※ その他、「地域の道路や交通事情にも配慮し、学校の組み合わせを検討するべき」「子どもが

自力で通学できる学校を残してほしい」「統合の先進事例などを紹介してほしい」などの意見等

がありました。 

 

域ブロック協議会委員 西部地域の委員は、次のとおりです。（全 18 名）   

 № 団体名  № 団体名 

地 

域 

委 
員 

1 西部地域住民自治協議会 
保 

護 

者 

委 

員 

1 秋田西中学校ＰＴＡ 

2 新屋振興会 2 豊岩中学校ＰＴＡ 

3 新屋勝平地区振興会 3 下浜中学校ＰＴＡ 

4 浜田地区振興会 4 勝平中学校ＰＴＡ 

5 豊岩地区振興会 5 日新小学校ＰＴＡ 

6 下浜地区振興会 6 勝平小学校ＰＴＡ 

7 西部地域子育て支援ネットワーク連絡会 7 浜田小学校ＰＴＡ 

8 西部地区スポーツ推進協議会  8 豊岩小学校ＰＴＡ 

公募 １ 公募委員※ 9 下浜小学校ＰＴＡ 

 

2 回西部地域ブロック協議会の開催予定                        

日 時 ： 令和元年 10 月 17 日（木）18 時 30 分～ 

会 場 ： 西部市民サービスセンター 洋室４～７ 

議 題 ： 西部地域における小・中学校の統合案について 等 

 協議会は傍聴することができます。傍聴をご希望のかたは、直接会場にお越しくだ

さい。受付は先着順です。定員に達した場合は、入場をお断りすることがありますの

で、あらかじめご了承ください。 

 

地

基本方針では、「期限を設けることなく、

合意形成が図られるまで協議を行う」とし、

協議会を年間２回から４回開催するとのこ

とであるが、最終的には、何年後を目標にし

て協議していくのか。 

７つの地域ブロックでは、地域性の違いが

あることから、一律に何年以内という期限を

設けていません。期限の目標なども、各地域

ブロックで協議、検討をしていただきたいと

考えています。 

児童数が少ない３つの小規模校が統合し

ても、いずれ統合を繰り返すことになるの

で、大規模校を含めた学校の組み合わせを検

討するとともに、子どもたちが自力で通学で

きる場所に学校を新設してはどうか。 

 

学校の組み合わせは、将来を見据え、大規

模校を含めた検討も必要と考えています。ま

た、統合後の学校は、原則として、既存の学

校施設、用地を活用することとしており、統

合により学区が広域となった場合は、スクー

ルバスの運行も考えています。 

市内７地域ごとに学校の適正配置について

協議を始めているとのことであるが、仮に全

市的に学校の統合が進んだ際には、それに係

る経費の財源の確保は大丈夫なのか。 

現時点では学校適正配置に係る経費は未定

ですが、統合により必要となる、スクールバ

スの運行や学校施設の改修等に伴う予算の確

保に努めてまいりたいと考えています。 

●お問い合わせ先● 

秋田市教育委員会学校適正配置推進室 

秋田市山王一丁目１番１号 

電  話 ８８８－５８１２ 

ＦＡＸ  ８８８－５８０４ 

e-mail  ro-edaz@city.akita.lg.jp 

https://www.city.akita.lg.jp/kyoikuiinkai/1010626/1021066.html 
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令和元年 10 月 17 日（木）18 時 30 分から、西部市民サービスセンターにおいて、 

第２回西部地域ブロック協議会を開催しました。 

  

２回西部地域ブロック協議会の協議内容 

協議会では、教育委員会から、４校の統合によ

り開校した雄和小学校の事例や他都市の取組状

況等について説明をした後、協議会からの要請に

より、小・中学校の統合の組合せ（案）を示し、

意見交換を行いました。 

 

＜議題＞ 

・西部地域における学校統合の組合せ(案)について 

・学校統合の方向性の決定に向けた今後の進め方について 

 

○西部地域ブロックにおける学校統合の組合せ（案）  

小学校（５校→２校）     中学校（４校→２校） 

 学校名 接続先 学校名  

小学校の 

組合せ 

①日新小学校 

 

①秋田西中学校 
中学校の 

組合せ 

②浜田小学校 

③豊岩小学校 ②豊岩中学校 

④下浜小学校 ③下浜中学校 

 ⑤勝平小学校  ④勝平中学校  

○理由 

１ 中学校 

  (1) ①秋田西中、②豊岩中、③下浜中の組み合わせ 

   ・ 豊岩中と下浜中は、すでに 1学年 1 学級となっていること。 

   ・ 豊岩中と下浜中の 2校統合では、十分な規模とならないこと。 

   ・ 秋田西中、豊岩中、下浜中の 3校が隣接していること。 

２ 小学校 

(1) ①日新小、②浜田小、③豊岩小、④下浜小の組み合わせ 

   ・ 浜田小、豊岩小、下浜小は、すでに複式学級となっていること。 

    ・ 浜田小、豊岩小、下浜小の 3校統合では、十分な規模とならないこと。 

   ・ 日新小と浜田小の接続先が秋田西中であること。 

   ・ 秋田西中、豊岩中、下浜中の 3 校統合を前提に考えると、接続する 4 小学校の組

合せが、より望ましいこと。 

 ※ 勝平中と勝平小は、他の学区と雄物川で分断されている。 

 

令和元年11月12日発行 秋田市教育委員会 

秋田市学校適正配置  
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●お問い合わせ先● 

秋田市教育委員会学校適正配置推進室 秋田市山王一丁目１番１号 

○電話 888-5812 ○ＦＡＸ 888-5804 ○e-mail  ro-edaz@city.akita.lg.jp 

https://www.city.akita.lg.jp/kyoikuiinkai/1010626/1021066.html 

 

地域ブロック協議会とは・・・ 

○秋田市教育委員会が平成 31年３月に策定した「秋田市小・中学校適正配置基本方針」に基

づき、小・中学校の学校統合の方向性(学校の組合せ)などについて、地域の代表者やＰＴＡ

の代表者、未就学児の保護者、公募委員などで協議する組織です。 

★小学校は、引き続き意見交換を行う★ 

○今回示した小学校の統合の組合せ（案）に

対して、引き続き、意見交換するため、各

委員が所属団体等の意見を集約し、次回も

現状や課題について協議を続ける。 

＜協議の中で出された主な意見等＞ 

★中学校は、勝平中以外の３校を統合す

る組合せとする★ 

○勝平中は単独で存続させ、秋田西中、豊岩

中、下浜中の３校を統合する組合せとす

る。 

 

       

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
  

 

＜今回の協議で決定した事項＞ 

 

 

 

 

 

 

 

3 回西部地域ブロック協議会の開催予定                        

日 時 ： 令和元年 12 月 18 日（水）18 時 30 分～20 時 

会 場 ： 西部市民サービスセンター 洋室４～７ 

議 題 ： 西部地域における小・中学校の統合案について 等 

協議会は傍聴することができます。傍聴をご希望のかたは、直接会場にお越しください。受

付は先着順です。定員に達した場合は、入場をお断りすることがありますので、あらかじめご

了承ください。 

 

裏面につづく 
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○豊岩中の陸上部では、部員の確保ができ

ず、リレー種目に出場できない状況であ

り、子どもたちのことを考えると、秋田西

中と統合したいと考えている。 

○中学校との接続を前提に考えると、今回示

された学校の組合せ(案)のとおり、４校(日

新小、浜田小、下浜小、豊岩小)を統合する

のがよいと考える。 

○下浜中では、部活動の選択肢が少なく、子

どもたちがやりたい部活を我慢している現

状があり、秋田西中と統合したいと考えて

いる。 

○西部地域の中学校は、今回示された学校の

組合せ(案)のとおり、勝平中以外の中学校

３校(秋田西中、豊岩中、下浜中)を統合す

るのがよいと考える。 

○勝平小以外の４校を統合する場合、老朽化

している日新小の現校舎の利用は現実的で

はないため、道路の拡幅等を含め、統合後

に使用する学校を新設すべきと考える。 

○浜田小、下浜小、豊岩小の３校統合では、

基本方針で示す適正規模を確保できないこ

とから、日新小の一部を分割して統合する

のがよいのではないか。 
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★小学校については、複数の統合案（裏

面参照）があることから、各委員が所属

団体等の意見を集約し、引き続き意見

交換を行う。 

 

★中学校については、秋田西中、豊岩中、下

浜中の統合の組合せとし、協議の第 2 段階

である学校統合検討委員会へ進める。 

 

★勝平中は、現状のまま、単独で存続させる。 

 

 

 

 

 

 

令和元年 1２月 1８日（水）18時 30分から、西部市民サービスセンターにおいて、 

第 3回西部地域ブロック協議会を開催しました。 

  

３回西部地域ブロック協議会の協議内容 

協議会では、教育委員会から、今後の地域協議体制

のイメージ※を説明したのち、３中学校（秋田西中、

豊岩中、下浜中）の統合に向けた今後の進め方を協議

したほか、小学校の統合の組合せ（案）に対する各所

属団体等で話し合われた内容について、委員間で意見

交換を行いました。 

 

＜議題＞ 

 西部地域における学校統合の方向性について 

 中学校の組合せについて 

 小学校の組合せについて 

 

＜今回の協議で決定した事項＞ 

 

【中学校】                 【小学校】 

             

 

 

 

 

 

 

 

※地域協議体制のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１段階 

第２段階 
第３段階 

令和２年１月１０日発行 秋田市教育委員会 

秋田市学校適正配置  

西部地域ブロック協議会だより 
                                 第３号 

 

 

統合校の開校 

第

域  

裏面につづく 

 

地域ブロック協議会 

統合の方向性(学校の

組合せ)を協議・決定 

統合検討委員会 
統合準備委員会 

統合の実施に向け、

具体的な検討・準備 当該校の関係者で統

合の可否を検討・決定 

現在 
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＜小学校の組合せに関する主な意見等＞ 

 

●お問い合わせ先● 

秋田市教育委員会学校適正配置推進室 秋田市山王一丁目１番１号 

○電話 888-5812 ○ＦＡＸ 888-5804 ○e-mail  ro-edaz@city.akita.lg.jp 

https://www.city.akita.lg.jp/kyoikuiinkai/1010626/1021066.html 

 

 

 前回までの協議会で話し合われた３つの統合案に対する主な意見等は、以下のとおりで

す。 

 【４校の統合案】    【３校＋日新小一部の統合案】    【３校の統合案】 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

※その他、「未就学児の保護者に対して、統合に関するアンケート調査を行ってほしい」「協議会だよりを幼

稚園、保育園等を通じて、保護者一人一人に配付してほしい」「統合後も地域の伝統芸能や特色ある学習

活動を存続してほしい」「自然いっぱいオープンすくうるに通う児童の受入先が心配である」などの意見

等がありました。 

 

 

４回西部地域ブロック協議会の開催予定                         

日 時 ： 令和 2年 2月 19日（水）18時 30分～20時 

会 場 ： 西部市民サービスセンター 洋室４～７ 

議 題 ： 西部地域における小学校の統合案について 等 

協議会は傍聴することができます。傍聴をご希望のかたは、直接会場にお越しください。受付は先

着順です。定員に達した場合は、入場をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。 

○一定規模の集団による良

好な教育環境を確保する

ためには、４校（日新小、浜

田小、豊岩小、下浜小）を

統合するのがよいのでは

ないか。 

○４校の統合ではマンモス

校になってしまうので、３

校（浜田小、豊岩小、下浜

小）と日新小の一部を統

合するのがよいのではな

いか。 

 

○大規模校への統合による

児童の精神的なストレスに

配慮し、段階的に小規模

校３校（浜田小、豊岩小、下

浜小）での統合を進める

のがよいのではないか。 

 

○日新小の校舎は、３校の児

童を受け入れるキャパは

あるが、老朽化が著しい

ほか、周辺道路や駐車場

などの課題が多いことか

ら、新設すべき。 

○進学先となる中学校の組

合せを踏まえると、４校の

統合が最も望ましい組合

せであり、将来を見据えた

考え方に沿っている。 

○日新小の一部を統合する

場合、日新小の規模が逆

に小さくなることを危惧

するほか、学区をどこで

分割するのかなどの課題

もある。 

○小規模校３校を統合して

も、基本方針で示す適正

規模に満たないため、良

好な教育環境を確保する

という課題を解決できな

い。 

○人口減少が進行する中、

日新小から一部の児童を

分散させる案は、新屋のま

ちづくりの観点からも問題

がある。 

 

○小規模校３校を統合した

場合、将来的に統合を繰り

返してしまうので、その先

の子どもたちのことも考

えなくてはいけない。 

 

第 

第

域  
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協議会では、教育委員会から、秋田西中、豊岩中、 

下浜中の３校統合に関する学校統合検討委員会の設 

置について説明した後、小学校の組合せ（案）につ 

いて、委員間で意見交換を行いました。 

 

 
 中学校の統合に向けた今後の進め方について 

 小学校の組合せについて 

 

             

 

 

 

 

(仮)秋田西中、豊岩中、下浜中学校統合検討委員会（校名は学校番号順とする。） 

 

協議会で決定した統合の方向性（学校の組合せ）に基づき、当該校の関係者により

統合の可否を検討、決定する。また、以下の項目に関連する要望書の作成を協議する。 

ア 統合時期の目途 

イ 統合後に使用する校舎（受入れが困難な場合は、改修、建替等の検討） 

ウ 学区の広域化に伴う通学手段（スクールバス等） 

エ その他（学区の見直しなど統合に伴う諸課題の解決に向けた検討） 

※ なお、閉・開校式等の学校行事、スクールバスの運行計画、廃校舎の利活用など

の具体的な準備作業は、次の第３段階で行う。 

当該校ごとに４名以内（地域代表者２名、保護者代表者２名）とする。   

※検討委員会の内容等は、現段階で想定しているものであり、今後、修正することも

あります。 

令和２年 3 月１３日発行 秋田市教育委員会 

秋田市学校適正配置  

西部地域ブロック協議会だより 
                                 第４号 
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※地域ブロック協議会で提示した資料は、市のホームページで公開しています。 

 

 

 

 協議会で出された、学校統合の方向性に対する主な意見等は、以下のとおりです。 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

※その他として、「教育委員会から、直接、地域住民に学校適正配置に関する説明をして

ほしい。」との意見があり、「地域から要望があった場合には、調整したうえで対応す

る。」とお答えしております。 

 

※協議会の日程等が決まり次第、広報あきた等でお知らせいたします。 

 

○道路事情が悪い現在の日新小の場所

が問題であり、他の場所に新設するの

であれば、４校の組合せ案に賛成であ

る。 

○未就学児保護者のアンケート調査で

は、新屋高校の周辺への新設や日新

小の駐車場を増やしてほしいなど、

様々な意見があった。 
 

○新屋地域として、日新小を分割する

ことには、強く反対であり、将来の少

子化を見据えると４校の組合せ案が

よいのではないか。 

○３校に日新小の一部を統合する組合

せ案が望ましいと考えるが、日新小

を分割できないのであれば、段階的

に３校を統合する組合せ案がよいと

考える。 

 

○豊岩小ＰＴＡのアンケート調査で

は、３校に日新小の一部を統合する

組合せ案を希望する意見が、4 校の組

合せ案や３校の組合せ案よりわずか

に多かった。 

 

○既存の学校施設を活用するのであれ

ば、４校の組合せ案か段階的に３校を

統合する組合せ案に絞られるのでは

ないか。 

第
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協議会では、教育委員会から、秋田西中、豊岩中、下浜

中学校統合検討委員会の協議状況について説明した後、

小学校の統合の組合せについて、委員間で意見交換を行

いました。 

 

            

 

 

 

 

 

 

   協議会で出された、学校統合の方向性（学校の組合せ）に対する主な意見等は、 

以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・将来的に児童が減少することを考える

と、今から 4 校で統合するべきではな

いか。 

 

令和２年７月２９日発行 秋田市教育委員会 

秋田市学校適正配置  

西部地域ブロック協議会だより 
                                 第 5 号 
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裏面につづく 

 

・児童の減少に伴い、将来的には、4 校を

統合することになると思うが、現時点

では、3 校で様子を見ながら統合する

のが最良と考える。 

・4 校（日新小、浜田小、豊岩小、下浜小）

の組合せが合理的であるが、現時点で

は、3 校（浜田小、豊岩小、下浜小）で

の統合がよい。 

・地域に小学校を残してほしいという思

いはあるが、統合するのであれば、段階

的に 3 校の統合がよい。 

・浜田小ＰＴＡのアンケートでは、統合を

望まないが 6 割であったが、統合する

のであれば、3 校の統合に 9 割が賛成

であった。 

・大きな学校に行けることを喜ぶ子ども

もいると思うので、子どもたちの気持

ちになって、議論すべきではないか。 
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 日時：令和 2 年 10 月以降  場所：西部市民サービスセンター 

 内容：当該校の関係者により、統合時期の目途、使用する校舎および学区の広域化に

伴う通学手段等について検討する。 

小 

中 

 日時：令和 2 年 6 月 29 日（月） 場所：西部市民サービスセンター 

 ・

  今回の検討委員会において、次の事項について概ね合意し、次回、再度確認を

行う。 

 

 

 

 ・

 少ない人数で部活動をしている生徒がかわいそうなので、最短での統合を

望む。 

 秋田西中の校舎は、豊岩中と下浜中の生徒を受け入れられる環境にあり、

令和４年度の統合に問題はない。 

 スクールバスの運行について、部活動により帰宅時間の違う生徒への対応

をしてほしい。 

 在校中に統合となる２年生や３年生が、不安やストレスを抱えることがな

いよう配慮してほしい。 

 地域の伝統行事を統合後も廃れることのないよう、継承してほしい。 

 

 

中 

 日時：令和 2 年８月１７日（月）  場所：西部市民サービスセンター 

 内容：統合に向けた今後の進め方について ほか 
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第１回学校統合検討委員会における合意事項 

をまとめた合意書の内容確認と、統合に向けて 

の最終的な合意の意思確認を行いました。 

 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年９月１７日発行 秋田市教育委員会 

秋田市学校適正配置  

西部地域ブロック協議会だより 
                                 第 6 号 

学 

裏面につづく 

・今後も新型コロナの影響による行事の

自粛が続くと、令和４年度の統合では、

閉校式典等が開催できない、または規

模を縮小するのではないかとの心配が

あるため、統合時期を考えてほしい。 

・下浜中ＰＴＡでは、統合に対する心構え

がないまま入学した現１年生の保護者

から、令和４年度の統合には合意が得

られなかった。 

・豊岩中 PTA では、令和４年度の統合で

は早すぎるとの意見が多かったことか

ら、最短でも令和５年度の統合を望む。 

・令和５年度の統合を目指すとすれば、

来年度以降の新入生については、入学

時に、統合先である秋田西中への進学

も選択できるよう特例を設けてほし

い。 

 

令和 5 年 4 月１日を目途に統合 

 

現秋田西中学校の校舎を使用 

 

通学時間や通学距離が長くなる生徒

に対しては、スクールバスを運行 

3 校統合の合意事項 

統合時期 

統合後の校舎 

通学手段 

令和５年４月１日を目途に統合へ合意 

※学校統合準備委員会の詳細については、裏面をご覧ください。 
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秋田西中、豊岩中、下浜中の３校については、学校統合の合意が得られたことか 

ら、地域協議の第３段階である学校統合準備委員会を設置し、統合の実現に向けた 

具体的な準備作業を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 

 (1) 委員会の名称

   (例) ○○中、○○中、○○中学校統合準備委員会（校名は学校番号順とする。） 

 (2) 協議内容 

   第２段階の学校統合検討委員会で合意した学校統合に向けて、当該校の関係者

により、以下の項目について、具体的な検討や準備作業を行う。 

・ 学校の名称、校章、校歌等の制定（変更が必要となる場合） 

・ 閉・開校式等の学校行事の実施（式典開催時期・内容等） 

・ スクールバスの運行計画の策定（運行時間、経路、車両、乗降場所等） 

・ 制服、体育着、名札等の選定（買い換え等が必要となる場合） 

・ 廃校舎の利活用（地域からの意見集約等） 

・ その他（伝統文化等の継承、部活動および児童館など、統合に伴う諸課題の解

決に向けた検討） 

※ 統合前の交流事業のほか、統合に伴う学校備品や保存文書の整理・移転につい

ては、教育委員会と学校が連携して行う。 

(3) 構成メンバー 

  原則、学校統合検討委員会のメンバー（地域代表者、保護者代表者）とし、 

当該校の校長を加える。 

西 

 日時：令和 2 年１１月９日（月） １８時３０分から 

場所：西部市民サービスセンター 

 日時：令和 2 年１０月１２日（月） １８時３０分から 

場所：西部市民サービスセンター 

【広報 ID:1021066】

学校統合準備委員会の概要 


